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東京海洋大学 SIPプロジェクト 

海の環境影響評価懇談会 第４回 開催報告 

国際開発のプロジェクトファイナンスにおける 

環境社会配慮確認業務の実際について 

講師：大西 梨沙 AECOMエリア統括マネージャー 

日時： 2016年11月8日（火）16:00-18:00 

会場： 東京海洋大学 品川キャンパス 

   マリンサイエンスミュージアム 学習室 

概要：AECOMでは、世界銀行／国際金融公社やア

ジア開発銀行が融資対象とする海外の開発事業が

適切に環境及び社会影響を配慮した形で計画及び

実施されているかを確認／評価する業務をおこ

なっています。こうした《環境社会配慮確認》の

業務にはどのような作業やプロセスが含まれ、ま

た、どのようなガイドラインや基準を用いて実施

されているのかについて、海底石油や天然ガス開

発等の例を引きながら、お話しいただきました。 

◆ 講師プロフィール ◆ 

AECOMの日本オフィスにおいて、M&Aにおける環境

デューディリジェンス、環境社会配慮確認業務、環境

労働安全衛生調査や監査を行う環境コンサルタント。 
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AECOMとは 

AECOMはアメリカの本社を拠点に、世界約

150ヵ国以上にオフィスを持ち、約8万5000人

の従業員を擁する。日本でいうゼネコンのよう

な会社であり、交通分野計画、施設管理、環境

管理、都市計画、電力網整備等のインフラ整備

に関連する業務を行っている。その中で、環境

部は環境コンサルティングを担当しており、環

境社会配慮業務（Environmental and Social 

Due Diligence: ESDD）や 環 境 影 響 評 価

(Environmental Impact Assessment: EIA）な

どを行っている。AECOMの中で一番「環境社

会配慮業務」に携わっているのがイギリスの

チームであり、国際金融公社（IFC）、欧州復

興開発銀行（EBRD）や世界銀行（世銀：

World Bank）の仕事を請け負っている。国際

協力銀行（Japan Bank for International Coop-

eration: JBIC）からも環境社会配慮業務を受託

していた。 

AECOMは投資サイクルの様々なステージ

（スクリーニング、デューディリジェンス

（Due Diligence)、投資決定と合意、投資モニ

タリング、投資エグジット）に合わせてサービ

スを提供しており、これらを「プロジェクト

ファイナンスにおける環境・社会関連サービス

(Environmental and Social Service)」と呼んで

いる。 

プロジェクトファイナンスにおける環境社会

配慮確認業務 

前述した投資サイクルの中で、「デューディ

リジェンス」というステージで行うのが、環境

社会配慮確認業務である。環境社会配慮確認業

務とは、国際的な基準を用いて、大規模なプロ

ジェクトファイナンス（融資）において、環

境・社会へのリスク及び影響がどのように評価

され、回避、または最小限に抑えられているか



を確認する業務である。ここで言う「国際的な

基準」とは、各開発金融機関や国際金融機関が

独自に設けているガイドラインである。たとえ

ば、世銀セーフガードポリシー、IFCパフォー

マンススタンダード、「赤道原則（Equator 

Principles: EP）」、アジア開発銀行（ADB）

環境社会セーフガードポリシー、欧州復興開発

銀行（EBRD）パフォーマンス要求、経済開発

協力機構（OECD）環境コモンアプローチ等が

挙げられる。これらの中で、ベンチマークとし

て位置づけられているのが世銀セーフガードポ

リシーおよびIFCパフォーマンススタンダード

である。AECOMは、環境社会配慮確認業務を

行う際、そのプロジェクトが実施されている国

の法令だけでなく、上記のガイドラインも参考

にした上で評価を行う。 

世銀セーフガードポリシー 

複数あるガイドラインの中でベンチマークと

されている世界銀行の「セーフガードポリ

シー」では、環境・社会に関する10項目に焦

点を当てている：① 環境アセスメント、② 自然

生息地、③ 害虫管理、④ 先住民族、⑤ 物質的文

化資源、⑥ 非自発的住民移転、⑦ 森林、⑧ ダム

の安全管理、⑨ 国際水路、⑩ 紛争地域。このガ

イドラインは2012年からの改定プロセスを経

て、2018年から新たな環境・社会フレーム

ワークを導入する予定で、おそらく人権や先住

民関係が強化されると思われる。これに関する

議論は世界銀行ホームページで公開されてい

る。 

IFC（International Finance Corporation: 国際

金融公社）パフォーマンススタンダード 

もうひとつベンチマークとされているガイド

ライン、「IFCパフォーマンススタンダード

(Performance Standard: PS)」は下記の８項目

で構成されている（以下（）内は要求事項）。 

① 環境社会リスク及び影響の評価と管理

（PS1）Social and Environmental Assess-

ment and Management Systems（正負両面

の環境・社会への影響評価を行う；環境・

社会への悪影響の回避ないし最小化、緩

和、補償；影響を受ける地域社会の適切な

関与；マネジメントシステムによる企業の

環境・社会パフォーマンス向上促進。） 

② 労 働 者 及 び 労 働 条 件（PS2）Labor and 

Working Conditions（労働関係の確立、維

持、改善；労働者の差別禁止、機会均等、

国内の労働法・雇用法の順守の推進；児童

労働・強制労働問題への取り組み；安全か

つ健康的な労働条件の促進。） 

③ 資 源 の 効 率 的 利 用 と汚 染 の 防 止・削 減

（PS3）Resource Efficiency and Pollution 

Prevention（汚染の回避または最小化；気

候変動の一因となる排出の削減を推進。） 

④ 地 域 社 会 の 衛 生・安 全・保 安（PS4）
Community Health, Safety and Security 

（地域社会の衛生及び安全に対する、通常

時及び非常時両方のリスク・影響を回避ま

たは最小化；個人及び資産の保護が合法的

な方法で実施されることを確保。） 

⑤ 用地取得及び非自発的住民移転（PS5）
Land Acquisition and Involuntary Resettle-

ment（代替案を検討することより、実施可

能な限り、非自発的住民移転を回避または

最小化；資産の喪失に対し、再取得コスト

分の補償を行い、情報開示・協議の実施・

現地住民の参加等を踏まえた住民移転手続

きを通して、用地取得等により生じる環境

社会面での悪影響を緩和；移転者の生計と

生活水準を改善、少なくも回避；永住権を

保証した適切な住居を与えることにより、

移転先での生活環境を改善） 

⑥ 生物多様性の保全及び持続可能な天然資源

管理（PS6）Biodiversity Conservation and 
Sustainable Management of Living Natural 

Resources（生物多様性の保護及び保全；

保全の必要性と開発の優先度を統合した実

践方法の採用により天然資源の持続可能な

管理と利用を促進） 

⑦ 先住民族（PS7）Indigenous Peoples（開

発プロセスが先住民族の尊厳・人権・期

待・文化・自然資源に基づいた生計への全

面的尊重を促進することを確保；先住民族

の地域社会への負の影響を回避、もしくは

文化的に適切な方法で最小化・緩和・保障

し、開発の恩恵を得る機会を与える；影響

を受ける先住民族との継続的関係の構築、

維持；先住民族が伝統的または慣習的に使

用している土地の使用にあたっては、先住

民族との事前の十分な情報に基づく合意

（Free, Prior, and Informed Consent：

FPIC）；先住民族の文化・知識・慣習の尊

重、保護）。 

⑧ 文化遺産（PS8）Cultural Heritage（文化遺

産の保護および保全への援助；ビジネス活

動における文化遺産の利用から得られる恩
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恵の公平な分配） 

国際協力銀行（Japan Bank for International 

Cooperation: JBIC）のガイドライン 

 国際協力銀行（JBIC）にも「環境社会配

慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」

というのがあり、そのチェックリストの分類

は下記のようになっている（以下、（）内は

チェック項目）。 

① 許認可・説明（EIA及び環境許認可；地域

住民への説明） 

② 汚染対策（大気質；水質；廃棄物；土壌汚

染；騒音・振動；地盤沈下；悪臭；底質） 

③ 自然環境（保護区；生態系及び生物相；水

象；地形・地質；跡地管理） 

④ 社会環境（住民移転；生活・生計；文化遺

産；景観；少数民族・先住民族；労働環

境；地域社会の衛生・安全・保安） 

⑤ その他（工事中の影響；事故防止対策；モ

ニタリング） 

⑥ 留意点（関連施設等） 

環境社会配慮確認業務の実務 

 AECOMでは、様々なお客様に対して、環境

社会配慮確認業務を提供している。実施フロー

の一例を図１に示す。 

 プロジェクトが決まれば、まず金融機関のほ

うで、事業者からプロジェクトに関する情報を

提供された後、プロジェクトを環境及び社会へ

の影響度の度合いでカテゴリーＡ、Ｂ、Ｃ、Ｆ

に分類する。（カテゴリＡ：環境・社会面にお

いて、深刻なリスクが予想されるか、あるい

は、多様で、非可逆的、または前例のない深刻

な悪影響を与えると予測される事業活動。） 

 その次に、「環境レビュー」という段階に入

るが、これが「環境社会配慮確認業務」部分に

当たる。「環境レビュー」が終れば、融資をど

うするかという「意思決定」が行われ、プロ

ジェクトに融資された後、モニタリングを実施

する、という流れになる。 

「環境レビュー」の実施にあたり、お客様に

よってプロセスが異なるが、基本的に、「第三

者が作ったEIA報告書をガイドラインに照らし

合わせて精査」→「情報が不足しているものに

ついて質問票を作成」→「事業者とレンダーの

方々とともに現地調査及びインタビュー」→

「（時間の余裕があれば）追加質問事項の作

成」→「ガイドラインの要求事項に照らし合わ

せてギャップ（GAP）分析」→「成果物（た

とえば、、チェックリスト/ 報告書/ ES（環

境・社会）アクション計画）の作成」というプ

ロセスで実施する。 環境社会配慮確認業務の

成果物の一例を表１に示す。 

東京海洋大学 SIPプロジェクト 

海の環境影響評価懇談会 第４回 開催報告 

表1 環境社会配慮確認業務の成果物（国際協力銀行の例） 

図１ プロジェクトファイナンスにおける環境社会配慮確認業務

のフロー（国際協力銀行の例） 



環境社会配慮確認業務における問題点と課題 

現在の環境社会配慮確認業務は多くの問題点

と課題を抱えている。その例として、プロジェ

クトが実施される国によってEIA報告書の質と

量が異なる、法的要求事項と国際基準の要求事

項の違い、環境に関する情報量（及び質）と社

会に関する情報量（及び質）の違い、ステーク

ホルダーエンゲージメントプロセスのレベルが

国によって異なる、Area of influence（影響範

囲）の特定基準が定まっていない、累積的影響

の判断が難しい、ベースライン情報の正確性／

有無、第三者としてプロジェクトに携わる期間

が短く、プロジェクトのライフサイクルが見ら

れない、等が挙げられる。 

質疑応答 

 講演終了後に1時間程度、質疑応答をおこないま

した（写真２）。その一部をご紹介します。 

Q. 当該国と国際基準の基準値が異なり、それ

が分析法の違いによるものである場合、ど

のように評価するのでしょうか。 

A. われわれでは分析ができないので、「評価

できる分析方法に変えてください」、ある

いは、「そこの数値を満たしているエビデ

ンスをください」と要求します。 

Q. 世銀セーフガードポリシーやIFCパフォー

マンススタンダードなど、環境社会配慮に

関わるガイドラインが複数存在しますが、

それらの違いは何なのでしょうか。 

A. 大きな違いは特になく、ほとんどのガイド

ラインは世銀セーフガードポリシーやIFCを

元に作成されています。これらは全体を網

羅しているため、基本的にこれらを押さえ

ておけば、大体カバーできます。 

本懇談会は、平成28年度 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）/「次世代海洋資源調査技術」事業の

一環としておこないました。 
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Q. EIAを実施した際、社会への情報公開は求

められているのでしょうか。 

A. 当該国のEIA制度によります。アメリカの

場合、全部公開しないといけないので、す

べての情報がオンラインで見られます。一

部しか公開していない、あるいは、公開義

務がない国もあります。その場合、どれぐ

らいのレベルのものが、どこに公開されて

いるのかということを評価の中に書きま

す。それを見て、どういうものにステーク

ホルダーの認知があるのかというところの

指標にもなるので、報告書の中には組み入

れます。 

写真2 本懇談会では、質疑応

答を始める前に、参加者の

方々に質問を記入したポス

トイットをホワイトボード

上に貼っていただきます。

講師と進行役がそれらを整

理してから、質疑を開始。

講師はポストイットを眺め

ながら回答し、記入した方

に確認したり、他の専門家

からも情報提供いただいた

りします。写真中央は、講

師の大西梨沙さん、左は第

3回懇談会講師・原科幸彦  

千葉商科大学教授、右は進

行役の河野博 教授。 
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 懇談会終了後、《ふりかえりシート》に

ご意見・ご感想を記入いただきました。 

いくつかご紹介します。 

• チェックがシステム化されており、非常に参考に

なった。 

• 大西さんご自身が考えている「環境影響評価の課

題」がとても印象に残りました。 

• 質疑応答セッションがじっくりできたのがよかっ

たです。 

• 会話形式でQ&Aをやる方法は、理解が深まって

良い。 

• 個別の事例についてもっと知りたかったです。 

• 海底鉱物資源開発のEIAにIFCスタンダードのガ

イドライン等からの経験のお話からどう繋げてい

けるかを楽しみにしております。 


